
第８期計画策定の参考とするため、高齢者、要介護認定者、介護サービス事業所、介護職員に
アンケート調査を実施しました。

47％の高齢者が外出を控える理由として、「足腰の
痛み」を挙げています。
外出が継続できるよう、足腰の痛みの予防・緩和

を図るための取組が必要です。

「認知症の相談窓口を知っている」は約３割と少な
いため、相談先を多くの住民が知り、早期発見・早
期対応につなげていく取組が必要です。

看取りに関して、自宅で最期を迎えたいと思ってい
る人が約５割にのぼっており、在宅医療・介護のネッ
トワークづくりを進めることが望まれます。

「グループ活動による地域づくり」に対して、６割の高
齢者が参加の意向を持っていますが、「既に参加している」
と答えた高齢者は８％という少ない現状となっており、さ
らなる高齢者の地域活動への参加が求められます。

介護人材の確保、定着促進に効果的な取組につい
ては、事業者と介護職員の認識に相違がみられるため、
こうした認識のギャップを解消し、効果的な施策を検
討・推進していくことが必要です。

外出を控えている理由

一般高齢者の「人生の最期を迎えたい場所」

地域づくりへの参加意向

高齢者のうち、
「認知症の相談窓口を知っている」の割合 介護人材確保・定着促進に

効果があると思われる取組（抜粋）
［確保］ 事業者 職員

事業者・
職員双方で
高いもの

賃金体系の見直しを行う   95%   92%
職場体験や見学を実施する   95%   73%
HPや SNSで事業所の個性を
アピールする   64%   64%

意識の
ギャップが
あるもの

地域の事業所間で職員確保に
関する情報交換を行う   18%   68%

一般大学・高校にも訪問して
求人活動を行う   18%   59%

［定着促進］ 事業者 職員

事業者・
職員双方で
高いもの

賃金水準を相場や業務負荷など
からみて納得感のあるものとする 100%   86%

勤務時間帯、時間数等の調整や
部署異動など、職員の希望を
反映できる制度を導入する

100%   86%

非正規職員から正規職員への
転換機会を設ける   86%   81%

経験年数・職種別の体系的な
研修・育成制度を整備する   77%   70%

意識の
ギャップが
あるもの

「介護キャリア段位制度」を活用し、
職員の実践的スキルの評価を行う   23%   64%

子育ての場合でも安心して働ける環境
（保育費補助や事業所内保育所の
設置等）を整備する

  36%   88%

近隣の事業所の職員と交流や
情報交換を行う機会を設ける   36%   64%

外出を控える理由は「足腰の痛み」が約5割

認知症の相談窓口を約６割が知らない

「自宅で最期を迎えたい」が約５割

地域づくりへの参加は約1割

介護人材確保・定着促進に効果があると
思われる取組は、事業者と介護職員で
ギャップがある

アンケートにみる意識・ニーズ

47%
16%
15%
15%
13%
12%
8%
8%
6%
4%

0 10 20 30 40 50（％）
足腰などの痛み
交通手段がない

病気
外での楽しみがない

トイレの心配（失禁など）
経済的に出られない

その他
耳の障害（聞こえの問題など）

目の障害
障害（脳卒中の後遺症など）

知っている，
33% 

知らない，
58% 

無回答，9% 

是非参加したい，
8% 

参加したく
ない，23% 

無回答，8% 

参加してもよい，
52% 

既に参加している，8% 

自宅，47% 
考えたことが
ない，23% 

無回答，7% 

福祉施設，4% 

病院，19% 
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基本理念のもと、５つの基本目標、21の基本施策を推進します。

【基本目標】

１　介護予防・健康づくりの普及啓発と体制づくり
２　運動・身体活動の向上の促進
３　社会参加と生きがいづくりの推進
４　適切な栄養摂取と食生活の推進
５　介護予防・日常生活支援総合事業の実施

１　適切な医療・介護の提供
２　普及、啓発の推進
３　地域の見守り体制づくりと家族等支援
４　若年性認知症支援の充実

１　「丸ごと」の総合相談体制の充実
２　在宅医療・介護のネットワークづくり
３　�高齢者虐待防止および高齢者本人をサポート
する体制の確保

１　地域の見守り・支え合いの推進
２　住まいの確保および住まい方の啓発
３　安全に暮らせるための生活環境づくり

１　介護サービスの質の向上
２　ケアマネジメントの質の向上
３　介護人材の確保・定着促進
４　介護給付適正化事業の推進
５　費用負担の軽減
６　�介護保険制度に関する啓発・情報提供・苦情
相談等

【基本施策】

基本目標と施策の展開

地域ぐるみの
介護予防・健康づくり１

認知症の予防とケア２

多機関協働による
支援体制の構築３

安全に暮らせる
地域づくり４

介護サービス等の
充実・強化５

いきいき暮らせるふれあいのまち・竜王
【基本理念】
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１　介護予防・健康づくりの普及啓発と体制づくり

２　運動・身体活動の向上の促進

３　社会参加と生きがいづくりの推進

４　適切な栄養摂取と食生活の推進

５　介護予防・日常生活支援総合事業の実施

【具体的事業】
� 1� フレイル予防についての普及啓発
� 2� 介護予防・健康づくりの体制整備

【具体的事業】
� 3� 現役続行プロジェクト・キバラル８(エイト)の推進
� 4� リハビリテーション専門職が身体機能維持向上の
取組に関わる仕組みづくり

� 5� 適切な運動・身体活動についての普及啓発
� 6� 高齢者が運動を行える環境づくりの推進

【具体的事業】
� 7� 通いの場の周知媒体の作成および活用
� 8� 各通いの場への運営支援
� 9� 生涯現役事業の運営
10� 高齢者が活躍する活動や役割についての情報発信
および普及啓発

【具体的事業】
11� 適切な栄養・食生活の普及啓発
12� 歯と口腔の健康の普及啓発

【具体的事業】
13� 適切な介護予防ケアマネジメント・介護予防支援
の実施

14� 通所型サービスの実施
15� 訪問型サービスの実施

フレイル予防や健康づくりのために、運動・
栄養・口腔等の知識の普及啓発や、介護予
防・健康づくりを一体的に推進するための体
制を整備します。

リハビリテーション専門職が関わる仕組み
をつくり、「足腰の痛み」の予防に効果的な
８つの取組“現役続行プロジェクト・キバラ
ル８（エイト）”を推進します。

「通いの場」の情報提供を行い、積極的
な参加を働きかけるとともに「通いの場」の
運営を支援します。また、生きがい就労等
の高齢者の主体的な活動を推進します。

出前講座や健康相談等の機会を通じて、
食生活、口腔の健康についての普及啓発と
改善指導を進めます。

生活機能の維持改善等に取り組めるよう介
護予防・日常生活支援総合事業のサービス
量や質の維持・向上を図ります。

地域ぐるみの介護予防・健康づくり基本目標１
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１　介護予防・健康づくりの普及啓発と体制づくり

２　運動・身体活動の向上の促進

３　社会参加と生きがいづくりの推進

４　適切な栄養摂取と食生活の推進

５　介護予防・日常生活支援総合事業の実施

【具体的事業】
� 1� フレイル予防についての普及啓発
� 2� 介護予防・健康づくりの体制整備

【具体的事業】
� 3� 現役続行プロジェクト・キバラル８(エイト)の推進
� 4� リハビリテーション専門職が身体機能維持向上の
取組に関わる仕組みづくり

� 5� 適切な運動・身体活動についての普及啓発
� 6� 高齢者が運動を行える環境づくりの推進

【具体的事業】
� 7� 通いの場の周知媒体の作成および活用
� 8� 各通いの場への運営支援
� 9� 生涯現役事業の運営
10� 高齢者が活躍する活動や役割についての情報発信
および普及啓発

【具体的事業】
11� 適切な栄養・食生活の普及啓発
12� 歯と口腔の健康の普及啓発

【具体的事業】
13� 適切な介護予防ケアマネジメント・介護予防支援
の実施

14� 通所型サービスの実施
15� 訪問型サービスの実施

フレイル予防や健康づくりのために、運動・
栄養・口腔等の知識の普及啓発や、介護予
防・健康づくりを一体的に推進するための体
制を整備します。

リハビリテーション専門職が関わる仕組み
をつくり、「足腰の痛み」の予防に効果的な
８つの取組“現役続行プロジェクト・キバラ
ル８（エイト）”を推進します。

「通いの場」の情報提供を行い、積極的
な参加を働きかけるとともに「通いの場」の
運営を支援します。また、生きがい就労等
の高齢者の主体的な活動を推進します。

出前講座や健康相談等の機会を通じて、
食生活、口腔の健康についての普及啓発と
改善指導を進めます。

生活機能の維持改善等に取り組めるよう介
護予防・日常生活支援総合事業のサービス
量や質の維持・向上を図ります。

地域ぐるみの介護予防・健康づくり基本目標１
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１　適切な医療・介護の提供

２　普及、啓発の推進

３　地域の見守り体制づくりと家族等支援

４　若年性認知症支援の充実

【具体的事業】
16� 認知症初期集中支援チーム活動の促進
17� 認知症ケア研修の実施
18� 認知症疾患医療センター、かかりつけ医との連携
19� 地域密着型介護サービスの適正な運用

【具体的事業】
20� 多方面への啓発活動
21� 啓発体制の強化
22� 認知症の人の発信支援および意思決定支援

【具体的事業】
23� 認知症の人の見守り体制の整備および強化
24� ふきのとうカフェの開催
25� 介護負担に応じた相談支援

【具体的事業】
26� 若年性認知症に関する勉強会
27� 多職種で包括的に関わる体制づくり

認知症初期集中支援チームの活動を通し
て認知症への早期受診、介護サービスの利
用を進めます。また、精神疾患等の関連疾
患を学ぶ機会を設けます。

認知症キャラバン・メイトとともに認知症に
関する相談窓口や認知症のかかわり方に関
する啓発を図ります。

地域住民をはじめ多職種の協力を得なが
ら、認知症の人を見守る体制を推進します。
また、ふきのとうカフェを開催し、認知症の
人と家族が集う場を設けます。

若年性認知症の人や家族の実態を把握す
るとともに、研修を通じて、企業、介護サー
ビス事業所、住民等に若年性認知症に関す
る周知・啓発を進めます。

認知症の予防とケア基本目標２
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多機関協働による支援体制の構築

安全に暮らせる地域づくり

基本目標３

基本目標４

１　「丸ごと」の総合相談体制の充実

１　地域の見守り・支え合いの推進

２　住まいの確保および住まい方の啓発

３　安全に暮らせるための生活環境づくり

２　在宅医療・介護のネットワークづくり

３　高齢者虐待防止および高齢者本人をサポートする体制の確保

【具体的事業】
28� 一人暮らし支援ハンドブックの活用
29� 高齢者の生活全般の支援に関わる関係機関の合同
勉強会

【具体的事業】
38� 個別事例からの地域の支え合いの推進
39� 多様な主体による見守り支援事業
40� ｢ご近助｣ 体制づくり事業
41� 命のバトン事業

【具体的事業】
42� 生活支援ハウス等整備事業
43� 住宅改修事前協議の実施
44� 老いの備えの啓発

【具体的事業】
45� ｢ご近助｣ 体制づくり事業
46� 防火活動および緊急通報システム
47� 集う場のバリアフリー化
48� 移動手段確保の促進
49� 宅配サービス等の周知
50� 市場サービス購入による自助の推進
51� 地域での感染症拡大防止対策の推進

【具体的事業】
30� 医療・介護関係者の研修・交流会・情報共有
31� 要介護・要支援認定者の口腔機能改善のための
体制整備

32� 老いの備えの啓発

【具体的事業】
33� 虐待発生時の安全の確保
34� 養護者支援のためのスキルアップ
35� 成年後見制度利用促進法における中核機関の設置
36� 地域福祉権利擁護事業の体制確保
37� 高齢者の人権の啓発

一人暮らし、精神疾患、難病、ひきこもり
等、高齢者およびその家族の重層的な課題
に対応できるよう、関係機関が支援方法を学
ぶ機会を設けます。

日頃の支え合い、緊急時の対応が行える
よう、「ご近助」体制づくり事業、命のバトン
事業などを通して近所間の支え合いや企業
等による見守りを推進します。

住宅改修制度等、自宅で安全に暮らせる
ための環境整備を提案します。また、施設
の入所、空き家への対応、住まい方につい
ての啓発を行います。

火災、災害、感染症等への対応策を地域
全体で進めます。また、福祉有償運送、予
約制乗合ワゴン、宅配サービス等、便利な
サービスの情報提供や整備を進めます。

自宅で暮らせるために、医療・介護の専
門職のネットワークづくりを推進するとともに、
かかりつけ医などを持つことの啓発を実施し
ます。

養護者支援や人権啓発を通して高齢者虐
待防止を図ります。また、成年後見制度の
利用促進、地域福祉権利擁護事業の体制の
確保を図ります。
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多機関協働による支援体制の構築

安全に暮らせる地域づくり

基本目標３

基本目標４

１　「丸ごと」の総合相談体制の充実

１　地域の見守り・支え合いの推進

２　住まいの確保および住まい方の啓発

３　安全に暮らせるための生活環境づくり

２　在宅医療・介護のネットワークづくり

３　高齢者虐待防止および高齢者本人をサポートする体制の確保

【具体的事業】
28� 一人暮らし支援ハンドブックの活用
29� 高齢者の生活全般の支援に関わる関係機関の合同
勉強会

【具体的事業】
38� 個別事例からの地域の支え合いの推進
39� 多様な主体による見守り支援事業
40� ｢ご近助｣ 体制づくり事業
41� 命のバトン事業

【具体的事業】
42� 生活支援ハウス等整備事業
43� 住宅改修事前協議の実施
44� 老いの備えの啓発

【具体的事業】
45� ｢ご近助｣ 体制づくり事業
46� 防火活動および緊急通報システム
47� 集う場のバリアフリー化
48� 移動手段確保の促進
49� 宅配サービス等の周知
50� 市場サービス購入による自助の推進
51� 地域での感染症拡大防止対策の推進

【具体的事業】
30� 医療・介護関係者の研修・交流会・情報共有
31� 要介護・要支援認定者の口腔機能改善のための
体制整備

32� 老いの備えの啓発

【具体的事業】
33� 虐待発生時の安全の確保
34� 養護者支援のためのスキルアップ
35� 成年後見制度利用促進法における中核機関の設置
36� 地域福祉権利擁護事業の体制確保
37� 高齢者の人権の啓発

一人暮らし、精神疾患、難病、ひきこもり
等、高齢者およびその家族の重層的な課題
に対応できるよう、関係機関が支援方法を学
ぶ機会を設けます。

日頃の支え合い、緊急時の対応が行える
よう、「ご近助」体制づくり事業、命のバトン
事業などを通して近所間の支え合いや企業
等による見守りを推進します。

住宅改修制度等、自宅で安全に暮らせる
ための環境整備を提案します。また、施設
の入所、空き家への対応、住まい方につい
ての啓発を行います。

火災、災害、感染症等への対応策を地域
全体で進めます。また、福祉有償運送、予
約制乗合ワゴン、宅配サービス等、便利な
サービスの情報提供や整備を進めます。

自宅で暮らせるために、医療・介護の専
門職のネットワークづくりを推進するとともに、
かかりつけ医などを持つことの啓発を実施し
ます。

養護者支援や人権啓発を通して高齢者虐
待防止を図ります。また、成年後見制度の
利用促進、地域福祉権利擁護事業の体制の
確保を図ります。
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介護サービス等の充実・強化基本目標５

１　介護サービスの質の向上

２　ケアマネジメントの質の向上

３　介護人材の確保・定着促進

４　介護給付適正化事業の推進

５　費用負担の軽減

６　介護保険制度に関する啓発・情報提供・苦情相談等

【具体的事業】
52� 介護サービス事業所への指導・助言
53� 介護現場におけるＩＣＴ等の導入支援
54� 介護サービス事業所における感染症対策の推進

【具体的事業】
55� ケアマネジャー連絡会の実施
56� 事例検討会巡回相談の実施
57� ケアプラン点検事業

【具体的事業】
58� 竜王町介護人材確保・定着促進協議会の設置
59� 介護人材確保の取組
60� 介護人材定着促進の取組
61� 事業所への指導・助言

【具体的事業】
62� 要介護認定の適正化
63� 介護給付費通知の送付
64� 医療情報との突合
65� 住宅改修・福祉用具購入等の適正化
66� ケアプラン点検事業（再掲）

【具体的事業】
67� 費用負担軽減制度等の適用
68� 紙おむつ購入費助成事業

【具体的事業】
69� 介護保険制度に関する広報活動
70� 苦情相談窓口の設置

実地指導などを通して、サービスの質の向
上のための介護現場の業務の効率化や感染
症対策等の衛生管理などの助言や支援を行
います。

自立支援、介護予防・重度化防止に資す
る効果的なケアマネジメントのあり方を検討し、
ケアマネジメントの質の向上を図ります。

介護現場の魅力発信、就職説明会の実施、
事業所同士の連携、キャリアアップの促進、
ＩＣＴの導入による効率化等、人材確保、定
着促進に向けた取組を進めます。

利用者の状態にあった適正なサービスを受
けられるよう、引き続き介護給付適正化事業
を推進します。

低所得者等において、介護サービスにか
かる費用負担が過重にならないように、軽減
措置等を行い、安心して介護サービスを利用
できる仕組みを維持していきます。

介護保険制度の周知・啓発に引き続き取
り組みます。また、介護サービスに関する苦
情、相談が当事者同士で解決されない場合、
町が苦情相談解決の支援を行います。 
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